
中⾧期滞在者は
常時携帯義務

があります!

外出時は在留カードの
を持ち歩く

警察官等からの提示要求に
応じる義務があります!

２０万円以下の罰金
根拠：出入国管理及び難民認定法

第23条第２項、第75条の3

忘れないために!
外出時には携帯を!
財布に入れる!
紛失時は速やかに届出を!

札幌方面浦河警察署

写真・コピーでは
認められない


